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カーボンニュートラルに関する目標

○ 2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルに向けて、2030年度の温
室効果ガスの削減目標として、2013年度から46％削減することを目指し、さらに50％の高みに向けて挑
戦。

資料：地球温暖化対策計画（2021年10月）概要より抜粋

温室効果ガス排出量
・吸収量

（単位：億t-CO2）

2013排出実績 2030排出量 削減率 従来目標

14.08 7.60 ▲46％ ▲26％

エネルギー起源CO2 12.35 6.77 ▲45％ ▲25％

部
門
別

産業 4.63 2.89 ▲38％ ▲７％

業務その他 2.38 1.16 ▲51％ ▲40％

家庭 2.08 0.70 ▲66％ ▲39％

運輸 2.24 1.46 ▲35％ ▲27％

エネルギー転換 1.06 0.56 ▲47％ ▲27％

非エネルギー起源CO2、メタン、N2Ｏ 1.34 1.15 ▲14％ ▲８％

HFC等４ガス（フロン類） 0.39 0.22 ▲44％ ▲25％

吸収源 - ▲0.48 - (▲0.37億t-CO2)

二国間クレジット制度（JCM）
官民連携で2030年度までの累積で１億t-CO2程度の国際的な排出削減・
吸収量を目指す。我が国として獲得したクレジットを我が国のNDC達成のため
に適切にカウントする。

-
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カーボンニュートラルに関する目標

資料：資源エネルギー庁「2030年度におけるエネルギー需給の見通し（関連資料）」（2021年10月）

○ 電源構成における再エネ割合を、2019年度の18％から2030年度には36～38％にする（野心的な
見通し）
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カーボンニュートラルに関する目標

○ 2050年に向けては、温室効果ガス排出の8割以上を占めるエネルギー分野の取組が重要
〇 電力部門では脱炭素電源の拡大、産業・民生・運輸（非電力）部門（燃料利用・熱利用）において

は、脱炭素化された電力による電化、水素化、メタネーション、合成燃料等を通じた脱炭素化を進めること
が必要

〇 2050年カーボンニュートラルを実現できるようあらゆる選択肢を追求

4資料：経済産業省「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（概要資料）

２（２）．2050年カーボンニュートラルの実現
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バイオマス

再エネの主力電源への取組
原子力政策の再構築
安定供給を大前提とした火力
発電比率の引き下げ
水素・アンモニア発電の活用

規制的措置と支援的措置の
組み合わせによる徹底した省
エネの推進
水素社会実現に向けた取組
の抜本強化

脱炭素化された電力による電
化
水素、アンモニア、CCUS/
カーボンリサイクルなど新たな
選択肢の追求
最終的に脱炭素化が困難な
領域は、植林、DACCSや
BECCSなど炭素除去技術で
対応

再エネの最大限導入
原子力の活用
水素、アンモニア、CCUS/
カーボンリサイクルなど新たな
選択肢の追求



都道府県の部門別ＣＯ２排出量①

○ 国内のCO2排出量は産業部門（製造業、建設業、鉱業等）の排出割合が４５％で最も多く、CO2
排出量が高い県で、産業部門の割合が高い傾向にある。
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①北海道～愛知県

（単位：1,000t-CO2）

出典：「部門別CO2排出量の現況推計［2018年］（環境省）」より国土交通省作成

【総量】 【内訳】



都道府県の部門別ＣＯ２排出量②

○ 国内のCO2排出量は産業部門（製造業、建設業、鉱業等）の排出割合が４５％で最も多く、CO2
排出量が高い県で、産業部門の割合が高い傾向にある。

②三重県～沖縄県

（単位：1,000t-CO2）

出典：「部門別CO2排出量の現況推計［2018年］（環境省）」より国土交通省作成
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産業部門 業務その他部門 家庭部門 運輸部門 一般廃棄物 6

【総量】 【内訳】



インフラ空間を活用した太陽光発電の推進

資料：総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会
再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（第３４回）

• 公共インフラ空間での太陽光発電を推進
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住宅での太陽光発電設備の導入

• 国として、２０３０年までに新築住宅の６割に太陽光発電設備を導入することを目指している。

出典） 国交省「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」）とりまとめ概要 8



営農型太陽光発電の導入

• 営農型太陽光発電（ソーラーシェアリング）とは、農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設
備を設置し、太陽光を農業生産と発電とで共有する取組。

• 取組の促進について、令和2年3月に閣議決定された食料・農業・農村基本計画にも位置づけ。

出典）営農型太陽光発電について（令和３年９月農水省資料）
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再エネ海域利用法について

• 洋上風力発電について、海域利用のルール整備などの必要性が指摘されていたところ。
• これを踏まえ、必要なルール整備を実施するため、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る

海域の利用の促進に関する法律（以下、再エネ海域利用法）」が2019年４月１日より施行。

出典）総合エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世
代電力ネットワーク小委員会（第37回）資料２ 10



日本版セントラル方式の導入

• 洋上風力発電について、政府主導のプッシュ型案件形成スキーム（日本版セントラル方式の
導入）に向け、検討を進めている。

出典）総合エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員
会（第37回）資料２ 11



下水道の有する資源・エネルギーの有効利用

• 国交省では、下水処理過程で発生するバイオガスを活用した発電や下水熱の有効利用等、下水道
の有する資源・エネルギーの有効利用を推進

出典）国交省HP https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000124.html
12
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１．都道府県の地方公共団体実行計画制度の拡充
(1) 都道府県は、地方公共団体実行計画において、その区域の自然的社会的条件に応じた再エネ利用促進等の施策に関

する事項に加えて、施策の実施に関する目標を定めることとする（第21条第３項）。
（施策のカテゴリ：①再エネの利用促進、②事業者・住民の削減活動促進、③地域環境の整備、④循環型社会の形成）

(2) 都道府県は、地方公共団体実行計画において、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮し、省令で定め
るところにより、市町村が定める促進区域の設定に関する基準を定めることができる（第21条第６項及び第７項）。

改正地球温暖化対策推進法の概要 地域の脱炭素化について（１）

2．市町村の地方公共団体実行計画制度の拡充
(1) 指定都市・中核市・特例市は、地方公共団体実行計画において、その区域の自然的社会的条件に応じた再エネ利用促

進等の施策に関する事項に加えて、施策の実施に関する目標を定めることとする（第21条第3項）。
(2) 上記以外の市町村も、(1)の施策及びその実施に関する目標を定めるよう努めることとする（第21条第４項）。

（施策のカテゴリ：①再エネの利用促進、②事業者・住民の削減活動促進、③地域環境の整備、④循環型社会の形成）

(3) すべての市町村は、上記の事項を定めている場合において、協議会も活用しつつ、地域脱炭素化促進事業（※１）の促進
に関する事項として、促進区域(※２)、地域の環境の保全のための取組、地域の経済及び社会の持続的発展に資する取
組等を定めるよう努めることとする（第21条第５項）。

※ １ 再エネを利用した地域の脱炭素化のための施設（地域脱炭素化促進施設）として省令で定めるものの整備及びその他の地域の脱炭素化のための取組を一体的に行う事業であって、地域の環境保全及び地域の経済社会の持続的
発展に資する取組を併せて行うもの(第２条第６項)。

※ ２ 環境保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める区域の設定に関する基準に従い、かつ、都道府県が定めた場合にあっては都道府県の促進区域の設定に関する環境配慮基準に基づき定めることとなる。（第21条
第６、７項）

※ ３ 自然公園法に基づく国立・国定公園内における開発行為の許可等、温泉法に基づく土地の掘削等の許可、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく熱回収施設の認定や処分場跡地の形質変更届出、農地法に基づく農地
の転用の許可、森林法に基づく民有林等における開発行為の許可、河川法に基づく水利使用のために取水した流水等を利用する発電（従属発電）の登録。

3．地域脱炭素化促進事業の認定
(1) 地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、事業計画を作成し、地方公共団体実行計画に適合すること等について市

町村の認定を受けることができる（第22条の２）。
(2) (1)の認定を受けた認定事業者が認定事業計画に従って行う地域脱炭素化促進施設の整備に関しては、関係許可等

手続のワンストップ化（※３）や、環境影響評価法に基づく事業計画の立案段階における配慮書手続の省略といった特例
を受けることができる（第22条の５～第22条の11）。
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改正地球温暖化対策推進法の概要 地域の脱炭素化について（２）

省令・ガイドラインでのルール整備、＋都道府県・市町村への資料提出・説明の要求

市町村全体での再エネ利用促進等の施策の実施目標
地域脱炭素化促進事業の促進区域及び 地域ごとの配慮事項（環境配慮、地域貢献）

都道府県全体での再エネ利用促進等の施策の実施目標
市町村が地域脱炭素化促進事業の促進区域を設定する際の環境配慮の基準

政府による地球温暖化対策計画の策定
地球温暖化対策の推進に関する基本的方向、温室効果ガスの排出削減等に関する目標、施策の実施目標等

事業者による事業計画の申請

○都道府県＝事業推進の方向付け

市町村による事業計画の認定

認定事業に対する規制制度の特例措置
・自然公園法・温泉法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・農地法・森林法・河川法のワンストップサービス
・事業計画の立案段階における環境影響評価法の手続（配慮書）を省略

○市町村＝円滑な合意形成を図り、個別事業を促進

許可等権
者への
協議

地域協議
会での
協議

合意形成
プロセス
※２

住民や関
係自治体
への意見聴

取

都道府県・市町村による地方公共団体実行計画の策定

援助※１
（計画策定
の促進）

※１ 国及び都道府県は、市町村に対し、地方公共団体実行計画の策定及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の
援助を行うよう努める (第22条の12)。

※２ 住民その他の利害関係者や関係地方公共団体の意見聴取（第21条第10項及び第11項）や、協議会が組織されているときは当該協議
会における協議が必要（第21条第12項）。協議会は、関係する行政機関、地方公共団体、地域脱炭素化促進事業を行おうとする者等の事
業者、住民等により構成。



再生可能エネルギー設備に関する条例の制定状況

資料：総合エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（第
35回） 基本政策分科会 再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会（第13回）合同会議資料1「再生可能エネルギー政策の直近の動向」（2021年9

月7日）

）

• 再エネに関する条例は近年増加傾向
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マイクログリッドについて

資料：経済産業省第15回エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス検討会資料4 「地域マイクログリッドの構築や配電事業の実施に向けた課題等の

意見整理」（2021年4月16日）

）

地域マイクログリッド事業/配電事業の概念

• 独立した系統での円滑な電力供給を可能とするものをマイクログリッドという。

16



送電ネットワークの強化について

• 再生可能エネルギーの大量導入への対応と電力融通の更なる円滑化のために、全国大での広域連系系
統の形成を計画的に進めるべく、海底直流送電などの検討も含めた送電網整備に関するマスタープラ
ン策定の取組を着実かつ迅速に進める方針。

出典）再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委員会 中間整理（第4次）（ 2021年10月 資源エネルギー庁） 17



市区町村別CO2排出量及び再生エネルギー供給余力

〇製鉄業等の産業集積地、大都市等の人口密集地にCO2排出量の大きな地域が散見される。
〇2019年度における再生可能エネルギー供給余力がプラスの自治体数は、全体の約7%弱。

※出典：環境省 「自治体排出量カルテ」のデータに基づき 国土交通省にて作成。
※ CO2排出量（千トン）は2018年度、再生エネルギー供給余力2019年度。

市区町村別再生可能エネルギー供給余力：
域内再生可能エネルギー発電量（MWh）－域内電力消費量（MWh）

市区町村別CO2排出量（千トン-CO2）

10000以上

5000以上10000未満

3000以上5000未満

2000以上3000未満

1000以上2000未満

500以上1000未満

500未満

0以上

-500,000以上0未満

-1,000,000以上-500,000未満

-2,000,000以上-1,000,000未満

-4,000,000以上-2,000,000未満

-6,000,000以上-4,000,000未満

-6,000,000未満
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水素の社会実装モデルについて

• 水素の面的利用促進のための社会実装モデルの創出について、経産省で検討を進めている。

出典）水素社会実現に向けた社会実装モデルについて（資源エネルギー庁新エネルギーシステム課） 19

需要と供給を最小限の追加投資で結びつけ、コスト低減、知見蓄積を効率良く推進

【水素の社会実装モデルのコンセプトとモデル例】

既存インフラ等の
最大限の活用

供給

需要

モデル例①:臨海部等での大規模活用
輸入水素等の大規模な水素供給を発電や産業
部門を含むコンビナートで集中的に利活用

モデル例②:水電解装置等を用いた自家消費、
周辺利活用

余剰再エネなどを用い、水電解装置で製造した水
素等を、工場の熱需要等用に自家消費もしくは近
隣で利活用



カーボンニュートラルポートの形成について

• 国際サプライチェーンの拠点かつ産業拠点である港湾において、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等を通じたカーボ
ンニュートラルポート（CNP）形成を推進。

20
出典：「カーボンニュートラルポート（CNP）形成計画」策定マニュアル（2021年12月24日公表、国土交通省）



資料：「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（広報資料）
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/index.html

グリーン成長戦略

• 政府では、令和３年６月にグリーン成長戦略を策定

21



中小企業のカーボンニュートラル実現の支援事業

• 中小企業のカーボンニュートラルへの実現に向け、環境省では中小企業に対して、温室効果ガスの大幅削減に向け実行
可能な取組を探索、特定し、削減計画案の作成といった、支援を行うモデル事業を実施。

（出典）環境省 「令和３年度中小企業の中長期の削減目標に向けた取組可能な対策行動の可視化モデル事業」 22



カーボンニュートラル分野でのイノベーション創出

• 経済産業省関東経済産業局と独立行政法人中小企業 基盤整備機構関東本部は、CN 関連の大手企業等の連携
ニーズを OIMS（オープンイノベーション・マッチングスクエア） 上でタイムリーに発信し、全国の地域企業との継続的なパー
トナー探索を後押しすることで、地域企業の CN 分野における新規事業を創出するといった取組を実施。

（出典）経済産業省関東経済産業局HP https://www.kanto.meti.go.jp/press/20220111cn_open_innovation_press.html

（取組事例）OIMSを活用した「カーボンニュートラルOIマッチング」の支援

23



ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）

• ZEHは、快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と高効率設備によりできる限りの省エネルギー
に努め、太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、１年間で消費する住宅のエネルギー量が正味
（ネット）で概ねゼロ以下となる住宅

出典）ZEHの普及促進に向けた政策動向と令和３年度の関連予算案（令和３年３月 経産省・環境省） 24



ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）

• ZEBとは、快適な室内環境を保ちながら、高断熱化・日射遮蔽、自然エネルギー利用、高効率設備に
より、できる限りの省エネルギーに努め、太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、年間で消費
する建築物のエネルギー量が大幅に削減されている建築物

出典）ＺＥＢロードマップ検討委員会における ＺＥＢの定義・今後の施策など（経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課） 25



建築物の省エネ化の工程

• ２０３０年度以降新築される住宅・建築物について、ＺＥＨ・ＺＥＢ基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指
し、省エネルギー基準適合義務化等の施策を進めていく。

（出典）国土交通省、経済産業省、環境省 「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方」 参考資料２ 26



建築物の省エネ性能表示について

• 建築物の省エネ性能表示については、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）によって、
平成２８年４月から努力義務となっている。

• 建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）の実績数は、住宅用途の建築物で約20万件（2021年12月末時
点）

建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）実績数

（出典）国土交通省「建築物の省エネ性能表示のガイドラインについて」
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会HP https://bels.hyoukakyoukai.or.jp/cases

※2016年(平成28年)4月からのBELS評価書の累計交付実績となります。
※非住宅用途における、2014年(平成26年)4月から、2016年(平成28年)3月までのBELS評価書の交付実績は、200件となります。

○ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）が平成２７年７月に公布
○ 法第７条において、販売・賃貸事業者に対する建築物の省エネ性能の表示の努力義務を措置
（平成２８年４月施行）

・住宅事業建築主その他の建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物
について、建築物エネルギー消費性能（省エネ性能）を表示するよう努めなければならない。

【法第７条】
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HEMS・BEMSについて

• 住宅・ビルのエネルギー管理システム（ＨＥＭＳ・ＢＥＭＳ）については、２０１３年度以降からそれぞれ導入数、普
及率ともに増加しており、２０３０年に向け更なる普及を見込んでいる。

（出典）環境省 「2019年度における地球温暖化対策計画の進捗状況（経済産業省・環境省関係）」 28



PLATEAUについて

• PLATEAU は、国土交通省が進める 3D都市モデル整備・活用・オープンデータ化 のリーディングプ
ロジェクトである。都市活動のプラットフォームデータとして 3D都市モデルを整備し、 そのユース
ケースを創出。さらにこれをオープンデータとして公開することで、誰もが自由に都市のデータを引
き出し、活用できるようになる。

出典）令和４年度国土交通省都市局関係予算決定概要 29



PLATEAUの活用例

• 3D都市モデル（PLATEAU）を用いて建築物の屋根に太陽光パネルを設置した際の発電量と反射光のシ
ミュレーションを実施することにより、カーボンニュートラルの実現に向けた、地域のエネルギー政策立
案を支援する事例も存在。

資料：国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/plateau/use-case/smart-planning/3-006/

実施事業者：
株式会社三菱総合研究所・国際航業株式会社・株
式会社フォーラムエイト・Pacific Spatial Solutions
株式会社
実施場所：石川県加賀市

太陽光発電のポテンシャル推計及び反射シミュレーション（イメージ図）
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スマートシティの事例

• スマートシティの取組をつうじて、省エネ化を行っている例も存在

出典）社整審・交政審技術部会第8回国土交通行政の基本政策懇談会資料３－１ 31



スマートアイランドについて

• 離島に民間企業等がもつ新技術を実装し、スマートアイランドの実現を目的とした「スマートアイランド推進実証調査」の中
でも、島内の木質バイオマスの導入や、電力需要の見える化に向けた取組等を実施。

（出典）国土交通省 「令和2年度スマートアイランド実証調査結果概要」 32



充電設備、水素ステーションの設置状況

右図出典）一般社団法人次世代自動車振興センター http://www.cev-pc.or.jp/lp_clean/spot/

充電設備・水素ステーション整備状況

• 充電設備は約3万箇所設置され（2020年度）、水素ステーションについては、4大都市圏を中心に157箇
所開業されている（2022年1月現在）。

33
左図出典）ZENRIN調べ

充電器の普及台数（台数）

29,233



サービスステーション（SS）の多機能化

（出典）資源エネルギー庁石油流通課「ＳＳ総合エネルギー拠点化事例集」（2021年６月）

• サービスステーション（SS）の敷地内に充電インフラや、水素ステーションを配置する事例も存在。

• 充電インフラや水素ステーションの併設に向けた補助制度も存在している。

充電インフラ併設事例 水素ステーション併設事例
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物流システムの効率化

• サプライチェーン全体での輸送効率化に向け、共同輸配送の取組等の事例が出てきている。

（出典）国土交通省 「令和3年度グリーン物流パートナーシップ会議優良事業者表彰事業概要（国土交通省）」

○令和3年度グリーン物流パートナーシップ会議優良事業者表彰事業
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国産エンジンによるゼロエミッション船の開発・実証

グリーンイノベーション基金(次世代船舶の開発)：350億円(10年間)
水素・アンモニア等を燃料とするゼロエミッション船のコア技術となるエンジン、
燃料タンク・燃料供給システム等の開発・実証を実施

水素・アンモニア燃料エンジン

→ 高度な燃焼制御・燃料噴射技術

水素エンジンのイメージ

→ 省スペース化、構造・材料最適化

水素燃料タンク、燃料供給システムのイメー
ジ

水素
・異常燃焼(ノッキング)の発生
アンモニア
・亜酸化窒素(N2O)※の発生

課 題 水素
・体積が重油の4.5倍

⇒貨物積載量の減少
・金属劣化・水素漏洩の発生
アンモニア
・毒性・腐食性あり

課 題

ゼロエミッション船
（水素・アンモニア、イメージ）

燃料タンク・燃料供給システム

※CO2の300倍の温室効果

⇒エンジン等の国産化により、国際競争力を強化
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国際海運の温室効果ガス（GHG）削減対策

国際海運のGHG排出削減対策

国際海運のCO2排出量は、世界全体の
約2.1%（ドイツ一国分に相当）

国際海運は国別割当の対象外。IMO（国

際海事機関）において、一元的に対策を検
討・実施

GHG削減対策を審議するIMO海洋環境

保護委員会議長は日本の斎藤英明氏（国

土交通省参与、前海事局技術審議官）

斎藤英明 国土交通省参与

インド
6.9%

EU
9.4% (内、ドイツ2.1%)

米国
14.7%

ロシア
4.7%

335億トン
（2018年）日本

3.2%

中国
２８.4%

その他の国
28.7%

国際海運
2.1%

国際航空
1.8%
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国際海運 日本として2050年GHG排出ゼロを目指す/国際提案

IMO GHG削減戦略（2018年4月採択）の目標

2050年目標は2008年比で半減

今世紀中できるだけ早期に排出ゼロ

菅前総理による 「2050年カーボンニュートラル」宣言（2020年10月）

IMOも上記目標の見直しを本年11月から開始、2023年春に見直し完了予定

2021年10月、斉藤国土交通大臣から、日本として国際海運2050年

カーボンニュートラルを目指す旨を公表。同年11月にIMOに米英等と

共同提案。

• 2023年春の見直し完了時に国際海運2050年カーボン
ニュートラル目標の国際合意を目指す。

• GHG排出削減目標及びこれを達成するための経済的手

法や規制的手法など国際海運からのGHG排出削減対策

について、議論を主導する。
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内航カーボンニュートラル推進に向けた検討会

令和3年4月、国土交通省海事局に「内航カーボンニュートラル推進に向けた検討会」を設置
し、内航海運を取り巻く状況の整理や、内航海運の低・脱炭素化に向けて取り組むべき方向性
やロードマップなどについて検討
令和3年12月24日に「とりまとめ」を公表

関係団体・省庁

日本内航海運組合総連合会

日本旅客船協会

日本造船工業会

日本中小型造船工業会

日本舶用工業会

海上・港湾・航空技術研究所

鉄道建設・運輸施設整備支援機構

石油連盟

日本鉄鋼連盟

日本海事協会

資源エネルギー庁

環境省

【第１回検討会（令和３年４月１２日）】
主な議事内容：

• 内航海運のCO2排出量の現状等について
• 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた需要

側の取組について
• 関連業界・団体等からのプレゼンテーション

【第２回検討会（令和３年５月２５日）】
主な議事内容：

• 関連業界・団体等からのヒアリング
• 内航カーボンニュートラル推進に向けた課題等

【第３回検討会（令和３年６月２９日）】
主な議事内容：

• 関連業界・団体等からのヒアリング
• 内航カーボンニュートラル推進に向けた検討の方

向性 等

【第４回検討会（令和３年８月２４日）】
主な議事内容：

• 関連業界・団体等からのヒアリング
• 中間とりまとめ案について 等

【第５回検討会（令和３年１２月１４日）】
主な議事内容：

• とりまとめ案について 等
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更なる省エネを追求した船舶イメージ
(連携型省エネ船)

地球温暖化対策計画に掲げられた2030年度のCO2排出削減目標の達成と我が国の2050年カー
ボンニュートラルへの貢献の二つを達成するためには、下記の取組を今から行うことが重要。

• 船舶における更なる省エネの追求
• 内航海運への代替燃料の活用等に向けた先進的な取組の支援

「とりまとめ」の施策骨子

２０５０年に向けた先進的な取組の支援

LNG燃料船、水素FC※船、バッテリー船等の
実証・導入

水素燃料船、アンモニア
燃料船の開発・実証

高出力水素FC船の
開発・実証事業イメージ

出典：日本郵船・HP

内航海運のCO2排出削減目標

10月に改訂された地球温暖化対策計画における
内航海運の2030年度のCO2排出削減目標：

181万トン（2013年度比で約17％削減）

更なる省エネを追求した
船舶の開発・普及

バイオ燃料の活用等の
省エネ・省CO2の取組

荷主等に省エネ船の
選択を促す燃費性能
の見える化の更なる
活用を促進

２０３０年度目標達成のための更なる省エネの追求

※Fuel Cell（燃料電池）

推進のハイブリッド化等

運航支援設備

設備の電動化・自動化
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物流施設での省エネ化について

• 倉庫業全体における環境負荷削減を図るとともに、労働力不足や防災・減災といった地域の課題の解決にも貢献するた
め、省人化・省エネ化の同時達成事例の創出・横展開による自立型ゼロエネルギー倉庫モデルの普及を目的とした補助
事業（社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業）が実施されている。

（出典）令和4年度 国土交通省 公共交通・物流政策関係 予算概要・税制改正概要 41



航空機の脱炭素化について

• 航空機の電動化技術や水素技術について、実用化までに技術的な課題が多い状況。
• 電動化については、2050年には小型機（20人以下）の全電動化等を目指し、水素技術については、2035年の水素

航空機の本格投入を見据え、コア技術の水素航空機の搭載を目指している。

（出典）内閣官房他 「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」 42



グリーンスローモビリティとは

【グリスロの特長】
①Green･･･電動車を活用した環境に優しいエコな移動サービス
②Slow･･･景色を楽しむ、生活道路に向く、重大事故発生を抑制
③その他･･･同じ定員の車両と比べて小型、開放感がある、乗降しやすい 等

ｸﾞﾘｰﾝｽﾛｰﾓﾋﾞﾘﾃｨ：時速20km未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービス

①地域住民の足として
１）バスが走れなかった地域
２）高齢化が進む地域
３）お年寄りの福祉増進
４）既存のバスからの転換

②観光客向けのモビリティとして
１）ガイドによる観光案内
２）プチ定期観光バス
３）パークアンドライド
４）イベントでの活用

③ちょこっと輸送
駐車場から施設まで
施設から施設まで

④地域ブランディング
「地域の顔」として

【活用場面】
低速のため近距離移動を得意とするグリーンスローモビリティは、既存の交通機関を補完
する新たな輸送サービスとして、地域住民のラスト/ファーストワンマイルや観光客向け
の新しいモビリティ、地域の賑わい創出などの活用が期待されている。

【活用例】
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次世代自動車の普及促進策について

税制優遇措置・補助制度

自動車単体対策として、燃費・排出ガス性能の向上、次世代自動車の普及促進に取り組む。
省エネ法に基づき燃費基準を策定し、自動車燃費の向上を図る。
税制優遇措置・補助制度等や基準の国際調和により、次世代自動車の普及を促進する。

燃費・排出ガス基準の策定

■野心的な燃費・排出ガス基準の策定

≪燃費基準≫

○２００６年に世界で初めて重量車の燃費基準
を策定し、２０１９年３月に２０２５年度基準を
策定。

○２０１９年６月に２０１６年度と比較して３２．
４％の改善を求める新たな乗用車燃費基準
（２０３０年度基準）を決定。

≪排出ガス基準≫
○２０１６年に乗用車にWLTPを導入（２０１８年
１０月から段階的に適用開始）。

■税制優遇措置（エコカー減税等）

○電気自動車等次世代自動車への減免

○ガソリン自動車等への燃費及び排出ガス性
能に応じた減免

■次世代自動車の導入補助

○ 環境性能に優れた自動車を導入する場合
等に、一定額を補助。

トヨタ SORA

基準の国際調和（WP29）

■FCVとEVの基準に係る国際調和

○ 日本が主導となって基準策定を推進
○ これら国際基準を保安基準に採用

国際連合（UN）

欧州経済委員会（UNECE）

自動車基準調和世界フォーラム（WP29）

安全一般（GRSG）

衝突安全（GRSP）

自動運転（GRVA）

排出ガスとエネルギー（GRPE）

騒音とタイヤ（GRBP）

灯火器（GRE）5

10

15

20

25

30

35

500 1000 1500 2000 2500

燃費基準値の推移

車両重量（kg）

燃
費
値(km

/L

）
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【機密性２】

MaaS（マース：Mobility as a Service）とは、

地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適
に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービス

手段としてスマホアプリ等を用いることが多い。

新たな移動手段（シェアサイクル等）や移動目的に関連したサービス（観光チケットの購入等）も組み合わせることが可能

出
発
地

利用者

シェアサイクル

ＡＩオンデマンド交通

鉄道

カーシェア

超小型モビリティ

観光 物流 医療・福祉 小売り

バス タクシー

目
的
地

グリーンスローモビリティ

自動運転

一つのサービスとして提供（検索・予約・決済）

移動目的とも一体化

MaaSとは

新しい生活様式
への対応

（３密の回避等）

地域や観光地におけ
る移動の利便性向上

既存公共交通の
有効活用

スーパーシティ・
スマートシティの

実現

地域が抱える課題の解決

旅客船 旅客機

外出機会の創出と
地域活性化
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【機密性２】日本版MaaS推進・支援事業の拡大

1

2
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21

B,4

DL

O

Q

A

J

P

S

3

C,5
6

7
E,8,b

9
14

17

G,1
9

20

令和３年度 12事業
a.北海道芽室町 g.富山県朝日町
b.群馬県前橋市 h.静岡県静岡市
c.東京都大丸有地区 i.京都府与謝野町
d.山手線周辺/横須賀市 j.宮崎県
e.川崎市、箱根町 k.沖縄県
f.神奈川県三浦半島 l.沖縄県宮古島市

a

c

11,dF,13,e
12,f

15,g

H,18,h

M,24,i

34,j

k
36,l

※下線部3事業はR3年度新規

10
I,22

K,23

26
2725N,28R,31

2930

32

33

35

・令和元年度は、全国の牽引役となる先行モデル事業として19事業、令和２年度は、地域特性に応じたMaaSの実証実験を行う36事業、令和３年度は、
MaaSの社会実装に向けた取組である12事業について、それぞれ選定・支援している。
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森林吸収源対策

資料：林野庁「森林の現状と課題」（2021年12月6日）

• 森林の整備や木材利用の拡大などの森林吸収源対策を推進
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都市緑化の推進

資料：中央環境審議会自然環境部会生物多様性国家戦略小委員会（第1回）「国土交通省における生物多様性の保全等の取組」（2021年11月26日）

• 緑地保全や屋上緑化等によって、都市緑化を推進。
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ブルーカーボン生態系の活用

資料：中央環境審議会自然環境部会生物多様性国家戦略小委員会（第1回）「国土交通省における生物多様性の保全等の取組」（2021年11月26日）

• 藻場・干潟の整備や砂浜の保全等をつうじて、ブルーカーボン生態系の活用を推進。
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従来から自然環境が持つ機能を
活用し、防災・減災、地域振興、
環境保全に取り組んできた

令和元年東日本台風時に、公園と
一体となった遊水地が鶴見川の水
を貯留し災害を防止するなど、
気候変動に伴う災害の激甚・頻発
化への対応に貢献

コロナ禍を契機として、自然豊か
なゆとりある環境で健康に暮らす
ことのできる生活空間の形成が
一層求められている

SDGs、ESG投資への関心が高ま
る中、人材や民間投資を呼び込む
イノベーティブで魅力的な都市空
間の形成に貢献

グリーンインフラは、植物の生育
など時間とともにより機能を発揮。
地域住民が計画から維持管理まで
参画できる取組

グリーンインフラの活用により、防災・減災、
国土強靱化、新たな生活様式、SDGsに貢献する
持続可能で魅力ある社会の実現を目指す

グリーンインフラで
守る

グリーンインフラで
呼び込む

グリーンインフラで
つなぐ

グリーンインフラで
憩う

鶴見川多目的遊水
地

（神奈川県横浜市）

オープンスペースを活用した
健康イベント（東京都立川市）

緑や水が豊かなオフィス空間
の形成（東京都千代田区）

地域住民による緑地の維持管理
（新潟県見附市）

グリーンインフラについて

グリーンインフラとは、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境
が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組

50



提供 ©Futakotamagawa Rise

提供 横浜市

整備後 整備前

提供 ハイラインＨＰ

提供 京都市

Ⅰ 雨水貯留・浸透等による気候
変動・防災・減災に関するプロ
ジェクト

グリーンインフラの取組イメージ

Ⅱ 戦略的な緑・水の活用によ
る豊かな生活空間の形成に
関するプロジェクト

Ⅲ 官民連携等による投資や
人材を呼び込む都市空間の
形成に関するプロジェクト

Ⅳ 豊かな自然環境・景観・
生態系の保全による地域
振興に関するプロジェクト

歩道の透水性・保水性舗装、
植樹ます

雨水を一時的に貯めてゆっくり地
中へ浸透させ、水質浄化や修
景機能も併せ持つ「雨庭」

琵琶湖と市街地を結ぶ緑軸とし
て公園を整備 地域住民による緑地の管理

自然環境と調和したオフィ
ス空間の形成

廃線高架橋における公園緑
地整備による不動産投資の
活性化

生物の生息・生育・繁殖環境及
び多様な河川環境を保全・創
出する多自然川づくり

山間の荒廃した水田をビオ
トープや環境教育の場とし
て活用

グランモール公園
（横浜市）

四条堀川交差点
（京都市）

草津川跡地公園
（滋賀県草津市）

みつけイングリッシュガーデン
（新潟県見附市）

二子玉川ライズ
（東京都世田谷区）

ハイライン
（米国ニューヨーク州）

鶴見川水系梅田川
（神奈川県）

立梅用水土地改良区
（三重県多気町）
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Eco-DRRについて

• 近年、生態系が有する機能を生かした防災・減災(Ecosystem based Disaster Risk Reduction: Eco-
DRR)が国際的に注目を集めている。

出典）内閣府HP http://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/r01/95/news_07.html

（具体例）津波エネルギーを減衰させるためのマングローブ植林
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